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地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や 

   検査結果確認の取組について（周知・推奨依頼） 

 

 

標記について、令和４年３月１１日及び令和４年４月７日付けで、別添のとおり、

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室から周知依頼がありましたので、お

送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和４年４月７日 

 

各府省庁担当課室 各位  

 

 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

 

 

 

地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組 

について（周知・推奨依頼） 

 

 

地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組につ

いては、令和４年３月 11日付事務連絡（別紙）により、「地方自治体及び民間事業

者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」（令和４年３

月 11 日新型コロナウイルス感染症対策分科会中間とりまとめ。以下「中間とりま

とめ」という。）の周知を依頼したところです。 

今後、若者を含めワクチン３回目接種をさらに促進するとともに、安全・安心を

高めながら社会経済活動を回復・継続するために、日常生活の様々な場面・場所に

おいて、ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組を一層進めていく必要がありま

す。 

ついては、改めて、中間とりまとめを関係団体へ周知いただくとともに、地方自

治体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組を推奨いただく

ようお願いします。 

特に、中間とりまとめでは、「国の基本的対処方針で定めている行動制限を緩和

するものではないことに留意」としておりますが、現在、緊急事態措置区域及びま

ん延防止等重点措置区域以外の都道府県において地域の実情を踏まえて行われて

いる会食人数等の要請又は働きかけは、これには該当しませんので、ワクチン３回

目接種や検査結果を確認することにより、都道府県の判断で緩和することも可能で

す。ワクチン３回目接種をさらに促進する観点から、ご活用いただきますようお願

いします。 

 

  



事 務 連 絡 

令和４年３月 11日 

 

各府省庁担当課室 各位  

 

 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

 

 

 

地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組 

の考え方について（周知依頼） 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和３年 11 月 19 日）（令和

４年３月４日変更）において、政府は都道府県等と連携して、地方公共団体や民間

事業者がワクチン接種歴や検査結果を確認する取組を推奨することとされており、

本日の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、別添のとおり、現時点での

考え方がとりまとめられましたので、関係団体等への周知をよろしくお願いいたし

ます。 

別紙 



（別添） 
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令和４年３月 11 日 

新型コロナウイルス 

感染症対策分科会 

中 間 と り ま と め 

 

地方公共団体や民間事業者等による 

ワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について 

  

 

１．活用場面 

 ・地方公共団体や民間事業者等が、感染リスクの高いと考えられる場面・場

所以外も含め、様々な場面・場所において、社会経済活動を回復・継続す

る取組（※）として、ワクチン接種歴や検査結果の確認を行うことを推奨

する。 
  例）飲食：大人数の会食、ホームパーティー等 
    イベント：小規模イベント、結婚式、成人式等 
    移動：都道府県間の旅行等 
    その他：高齢者施設での面会等 

※国の基本的対処方針で定めている行動制限を緩和するものでないこと

に留意。 

 

２．ワクチン接種の要件 

・追加接種を要件とすることが望ましいが、地方公共団体や民間事業者等の

判断により２回目接種者も認めることも可能。 

 

３．ワクチン接種者と未接種者の混在 

・感染リスクの高い場面・場所においては、未接種者に配慮し、ワクチン接

種者も含めて、積極的に事前に検査を受けることが望ましい。 

 

４．子どもの取扱等 

・子どもについては、ワクチン・検査パッケージ制度の取扱い（※）に準じ

て取り扱う。子どもがワクチンを２回接種した場合は、追加接種者と同様

に取り扱う。 

※未就学児（概ね６歳未満）については、同居する親等の監護者が同伴す

る場合には、検査を不要とする。６歳以上～12歳未満の児童については、

検査結果の陰性の確認が必要。 

 

５．留意点 

・活用に当たっては、不当な差別的取扱いにならないよう、留意することが

必要。 
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